
令和6年1月1日現在、羽島市内に居住し、令和5年中（１月〜12月）に所得のあった人
①一般の所得があった人…営業等の事業、農業、不動産、配当などの所得があった人
②給与所得があった人…イ勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
	 ロ給与所得以外の所得（農業、不動産、年金など）があった人
	 　※	所得税では通常給与所得以外の所得の合計が20万円以下のときは、確定申告を

する必要はありませんが、市民税･県民税については申告しなければなりません。
	 ハ医療費控除や社会保険料控除等を受けようとする人
	 ニ２ヶ所以上から給与を受けている人
③公的年金等を受給した人…公的年金のみの収入で、扶養親族等申告書を年金保険者に提出しなかった人や、
	 医療費控除や社会保険料控除等を受けようとする人
④	令和5年中に収入がない人で、国民健康保険税の軽減・国民年金の免除申請又は受給資格審査等の手続きや、所
得がない旨の証明書（所得0円の所得課税証明書）の発行が必要な人（申告書裏面の「前年中に収入のなかったか
たの記入する欄」に記入のうえ提出してください。）

①令和5年分の確定申告書を提出した人
②給与所得者で、勤務先から給与支払報告書が提出され、その他に所得や追加する控除がなかった人
③公的年金等の支払を受けた人で、その他に所得や追加する控除がなかった人

①令和6年度市民税・県民税申告書
②源泉徴収票（申告会場で申告書を作成する場合は必要です。）
③各種控除（社会保険・生命保険・地震保険など）の領収書、証明書又は明細書等
　★国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、証明書の添付または提示が必要です。
　★	令和3年度より、医療費控除を受けられる方は医療費控除の明細書の添付が必須となりました。「医療費控除の明細書」は
市ホームページから印刷することができます。

④営業所得者、農業所得者、不動産所得者等は1年間の収入、経費を集計した明細書等
⑤本人確認書類（番号確認書類及び身元確認書類）
　★マイナンバーカード
　★マイナンバーカードをお持ちでない方（下記の書類）
　　・	番号確認書類（「通知カード」「住民票の写し（個人番号の記載があるものに限ります）」など本人の個人番号を確認できる

書類のうちいずれか１つ）※令和2年5月より通知カードの変わりに送付される「個人番号通知書」は番号確認書類とし
て使用できません。

　　・	身元確認書類（「運転免許証」「公的医療保険の被保険者証」など記載した個人番号の持ち主であることを確認できる書類
のうちいずれか１つ）

　※	個人番号の提供を受ける際は、番号法において厳格な本人確認が義務付けられています。申告書を提出される際には、申
告する方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。

　※	③⑤の添付書類は申告書に直接貼らないでください。③は同封の別紙「市民税・県民税申告書　控除証明等貼付台紙」に、
⑤はその裏面の「本人確認書類（写）添付台紙」に貼ってください。

・2月16日から3月15日までは下記の申告受付会場へ
　羽島市民会館　直通電話（058）394−3510（9時00分〜15時15分　土・日・祝日を除く）　
・上記期間以外は、市役所税務課市民税係　電話（058）392−1111　内線2237・2238
　（8時30分〜17時15分　土・日・祝日を除く）

◎市民税・県民税の申告受付日時は、送付いたしました封筒の裏面を参照してください。
　※土・日・祝日は申告受付を行いません。
　※申告期間中は、市役所（夜間窓口を含む）では、申告受付を行いません。申告会場へお越しください。
　※�申告書は、郵送でも提出できます。ただし、修正･資料不足等がある場合、後日、市役所までお越しいただくこと
があります。

　（郵送先　〒501−6292　羽島市竹鼻町55番地　羽島市役所　税務課市民税係）

申告書を提出しなければならない人

申告書を提出しなくてもよい人

申告に必要なもの

お問い合わせは

令和6年度分 市民税･県民税申告書の手引

申告期限は3月15日です
羽 島 市

生命保険料控除額

◎市民税･県民税の税額計算の方法

税額控除（配当控除）

※分離課税を選択した上場株式等の配当等については、
　配当控除の適用はありません。

配当割額控除額又は
株式等譲渡所得割額控除額

課税所得金額

種　類

1,000 万 円
以下の部分

1,000 万 円
超 の 部 分

市民税県民税市民税県民税

利 益 の 配 当 等 1.6% 1 .2% 0 .8% 0 .6%

証 券
投資信託等

外貨建等証券
投資信託以外 0.8% 0 .6% 0 .4% 0 .3%

外 貨 建 等
証券投資信託 0.4% 0 .3% 0 .2% 0.15%

区 分 市民税 県民税
配 当 割 額 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 3/5 2/5

①〜③の合計額が生命保険料控除額になります（ただし、最高7万円）
　※一般分、介護医療保険分（新契約のみ）、個人年金分、それぞれの金額で計算します
①新契約（平成24年1月1日以後に締結した保険契約等）に係る支払保険料の場合

支払保険料の合計額 控　 除　 額
12 ,000円以下の場合 支払った保険料の全額
12 ,001円	〜	32 ,000円 （支払った保険料の金額の合計額）	×		1/2		+	6 , 000円
32 ,001円	〜	56 ,000円 （支払った保険料の金額の合計額）	×		1/4		+	14 ,000円
56 ,000円を超える場合 28 ,000円

②旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）に係る支払保険料の場合
支払保険料の合計額 控　 除　 額
15 ,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15 ,001円	〜	40 ,000円 （支払った保険料の金額の合計額）	×		1/2		+	7 , 500円
40 ,001円	〜	70 ,000円 （支払った保険料の金額の合計額）	×		1/4		+	17 ,500円
70 ,000円を超える場合 35 ,000円

③新契約と旧契約の双方に加入している場合
適用する生命保険料控除 控　 除　 額

新契約のみ生命保険料控除を適用 ①に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 ②に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命
保険料控除を適用

①に基づき算定した控除額と②に基づき算定した
控除額の合計額（最高28 ,000円）

　※有利なものを選択できます

地震保険料控除額
①支払保険料が地震保険料だけの場合

支払保険料の合計額 控　 除　 額
50 ,000円以下の場合 （支払った保険料の金額の合計額）	×		1/2		
50 ,000円を超える場合 25 ,000円

②支払保険料が旧長期損害保険料だけの場合
支払保険料の合計額 控　 除　 額
5,000円以下の場合 支払った保険料の全額
5,001円	〜	15 ,000円 （支払った保険料の金額の合計額）	×		1/2		+	2 , 500円
15 ,000円を超える場合 10 ,000円

③�支払保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方あり、それぞれ別々の証明書が発行されてい
る場合

　　①と②の合計額が地震保険料控除額になります（ただし、最高25 ,000円）

④建物更正共済に加入している場合
　　１つの証明書に地震保険料としての証明額と旧長期損害保険料としての証明額の両方に記載が
ある場合、控除額を比較してどちらか有利な方を選択します。契約が複数ある場合は、契約ごとに
選択できます。
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この印刷物は地球にやさしい再生紙を使用しています。

この申告書は、昨年度市民税・県民税申告書を提出された人にお送りしています。

扶養控除額及び障害者控除額

扶
養
控
除

老人
扶養親族

昭和 29.1.1 以前生まれ 38 万円
同居の直系尊属 45 万円

特定
扶養親族

平成 13.1.2 以後
平成 17.1.1 以前生まれ 45 万円

一般
扶養親族

上記以外かつ
平成 20.1.1 以前生まれ 33 万円

障
害
者
控
除

特別
障害者

身体手帳 1・2級 /療育手帳
A/精神手帳 1級 /戦傷病手帳
特別項症〜第 3項症に該当する者、
心神喪失の者、重度の知的障害者、
又はこれらに相当するものとして

30 万円

認定を受けている者 同居の者 53 万円

障害者 上記以外の障害に該当又は相当する
ものとして認定を受けている者 26 万円

市民税・県民税の税率
所得割の税率

市民税　6%　　　県民税　4%
税額控除（調整控除）
人的控除額の差に基づく減額措置
①	個人住民税の課税所得金額が200万円以下
人的控除額の差の合計額と個人住民税の課税所得金額の
いずれか小さい金額の5%

②個人住民税の課税所得金額が200万円超
　	｛人的控除額の差の合計額−（個人住民税の課税所得金額
−200万円）}の5%

　※ただし、2,500円未満の場合は2,500円
均等割の税額

市民税	3 ,000円　県民税	2 ,000円　森林環境税（国税）	1 ,000円
・平成24年度〜令和8年度の15年間
　	「清流の国ぎふ森林・環境税」（県民税1,000円）が加算され
ます。

・	令和6年度から「森林環境税」（国税1,000円）が加算され
ます。

分離課税の税率
所得の種類 市民税 県民税

課税長期譲渡所得 3% 2%

課税（優良）
長期譲渡所得

2,000万円
以下の部分 2.4% 1 .6%

2 ,000万円を
超える部分 3% 2%

課税（居住）
長期譲渡所得

6,000万円
以下の部分 2.4% 1 .6%

6 ,000万円を
超える部分 3% 2%

課税（一般分）短期譲渡所得 5.4% 3 .6%

課税（軽減分）短期譲渡所得 3% 2%

株式等に係る譲渡所得等 3% 2%

先物取引に係る譲渡所得 3% 2%

配偶者控除額及び配偶者特別控除額
配偶者の

合計所得金額

申告者本人の合計所得金額

900 万円
以下

900 万円超
950 万円
以下

950 万円超
1,000 万円
以下

配
偶
者
控
除

	 48 万円	以下 33 万円 22 万円 11 万円
老人控除対象
配偶者 38 万円 26 万円 13 万円

配
偶
者
特
別
控
除

	48 万円超
100 万円以下 33 万円 22 万円 11 万円

100 万円超
105 万円以下 31 万円 21 万円 11 万円

105 万円超
110 万円以下 26 万円 18 万円 9万円

110 万円超
115 万円以下 21 万円 14 万円 7万円

115 万円超
120 万円以下 16 万円 11 万円 6万円

120 万円超
125 万円以下 11 万円 8万円 4万円

125 万円超
130 万円以下 6万円 4万円 2万円

130 万円超
133 万円以下 3万円 2万円 1万円

133 万円超 0円



㉖雑損控除　あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族で令和 5年中の各種所得の合計額が 48 万円以
下の人の資産（住宅・家財など）が、災害・盗難・横領などによって損害を受けた場合。
　〈控除額〉次のいずれか多い方の金額（簡便法）
　⑴	（損失額−保険金等による補塡額）−（総所得金額等の合計額×10%）
　⑵	災害関連支出金額−5万円
　★	損害金額は損害を受けた時の時価によりますが、警察・消防署などの証明書が必要です。
㉗医療費控除　あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和 5年中に支払った治療費又は治
療に要した費用があった場合。
　〈控除額〉最高 200 万円。
　（支払った医療費の総額）−（保険金、損害賠償金などで補塡される金額）−（総所得金額等の5%と10 万円のい
ずれか少ない金額）

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）　健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方
が、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和 5年中に特定一般用医薬品等購入費を
支払った場合。

　〈控除額〉最高 8.8 万円。　（対象医薬品の購入代金）−（1.2 万円）
　★	従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用することになります。
　★	「医療費控除の明細書」の提出が必要です。なお、セルフメディケーション税制を選択する場合は、一定の取組を
行ったことを明らかにする書類の添付又は提示も必要です。領収書は5年間の保管が義務づけられています。

⑬社会保険料控除（及び小規模企業共済等掛金控除）　あなたと、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族の負
担すべき国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金などの保険料を令和 5年中に支払った場合。令和 5年中
に支払った小規模企業共済掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金があ
る場合。
　〈控除額〉支払った全額が控除されます。
　★	領収書又は証明書の提示が必要となります。（国民年金保険料、小規模企業共済等掛金は証明書の添付が必要
です。）

⑮生命保険料控除　あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とするもので、令和 5年中に支払
った生命保険料（保険料契約による配当金を除く）･簡易保険料、又は個人年金保険契約等に基づいて支払った保
険料や掛金がある場合。
　〈控除額〉最高 7万円。一般分、介護医療保険分（新契約のみ）、個人年金分それぞれの金額で計算します。表面
の控除額表も参照してください。
　⑴		新契約（平成 24 年 1月1日以後に締結した保険契約等）に係る保険料の場合、最高 2.8 万円。
　⑵		旧契約（平成 23 年 12月31日以前に締結した保険契約等）に係る保険料の場合、最高 3.5 万円。
　⑶	新契約と旧契約の双方に係る保険料がある場合、最高 2.8 万円。
　★証明書の添付が必要ですので、必ず添付してください。（ただし、旧契約に係る保険料で一般分の契約が一口
9,000 円未満の場合は、証明書の添付は必要ありません。）

⑯地震保険料控除　あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋（これらの者が居住し
ているものに限る）、生活用家具、衣類等における地震災害の損失を保険の目的とする地震保険契約等に基づいて、
地震保険料を令和 5年中に支払った場合。
　〈控除額〉最高 2.5 万円。旧長期損害保険料（平成 18 年 12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約等）
については、従前の損害保険料控除を適用します。
　★証明書の添付が必要ですので、必ず添付してください。
⑰ 寡婦控除　あなたが、令和 5年 12月31日現在で、ひとり親に該当せず、事実上婚姻関係にあると認められる一定の
人がいない場合で次のいずれかに当てはまる人。

　⑴		夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が 500 万円以下の人。
　⑵		夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が 500 万円以下の人。
　〈控除額〉26 万円。
⑱ ひとり親控除　あなたが、令和 5年 12月31日現在で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでない場合
で次の3つの要件の全てに当てはまる人。

　⑴		事実上婚姻関係にあると認められる一定の人がいない。
　⑵			令和 5年中の総所得金額が 48 万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子

がいる。
　⑶		合計所得金額が 500 万円以下である。
　〈控除額〉30 万円。
⑲勤労学生控除　あなたが、令和 5年 12月31日現在、学生・生徒で、給与所得などの勤労による所得を有し、令和
5年中の合計所得金額が 75 万円以下（その所得のうち不動産・利子・配当などの勤労によらない所得が 10 万円以下）
の場合。
　〈控除額〉26 万円。
⑳障害者控除　令和 5年 12月31日現在、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族（控除対象配偶者
※及び扶養親族に該当する場合に限る）が障害者である場合。障害の程度により特別障害者と障害者に分類されます。
特別障害者で、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族と同居している人は、「同居特別障害者」とな
ります。
　〈控除額〉表面の控除額表を参照してください。
※合計所得金額が 1,000 万円超の方は、配偶者控除の適用はできませんが、配偶者の障害者控除は適用できます。（同
一生計配偶者として取り扱われます。）該当者の氏名等を㉒欄に記入してください。

㉑配偶者控除　あなたの令和 5年中の合計所得金額が 1,000 万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者（事業専従
者を除く）の令和 5年中の合計所得金額が 48 万円以下の場合。
　〈控除額〉 表面の控除額表を参照してください。申告者の合計所得金額によって控除額が変わります。年齢が 70 歳以

上の控除対象配偶者 ( 昭和 29 年 1月1日以前に生まれた人 )は「老人控除対象配偶者」となります。
㉒配偶者特別控除　あなたの令和 5年中の合計所得金額が 1,000 万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者（事業
専従者を除く）の令和 5年中の合計所得金額が 48 万円を超え、133 万円以下の場合。

　〈控除額〉表面の控除額表を参照してください。配偶者と申告者の合計所得金額によって控除額が変わります。
☆同一生計配偶者　あなたの令和 5年中の合計所得金額が 1,000 万円を超え、あなたと生計を一にする配偶者（事業
専従者を除く）が障害者かつ令和 5年中の合計所得金額が 48 万円以下である場合。配偶者の障害者控除のみ適用
されます。氏名、個人番号等を記入するとともに、「同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）」にチェックを入れてく
ださい。

㉓扶養控除　令和 5年 12月31日現在、あなたと生計を一にする親族で、令和 5年中の合計所得金額が 48 万円以下
の扶養親族のうち、16 歳以上の控除対象扶養親族がある場合（令和 5年中に死亡した控除対象扶養親族がある場
合は、その人も含みます）。
　〈控除額〉　表面の控除額表を参照してください。
16 歳未満の扶養親族　令和 5年 12月31日現在、あなたと生計を一にする親族のうち、16 歳未満で、令和 5年中の
合計所得金額が 48 万円以下の扶養親族がある場合。
　★	非課税判定、障害者控除対象者特定などのため、該当者がある場合は必ず記載してください。
㉔基礎控除　〈控除額〉原則 43 万円

寄附金税額控除　あなたが、令和 5年中に次のいずれかの寄附金等を支払った場合。
　〈控除額〉寄附金等の総額と総所得金額等の30%のいずれか少ない金額で計算します。	
　⑴		①都道府県、市区町村に対する寄附の場合は、次のイ+ロの金額。
　　イ	基本控除額（寄附金等−2,000 円）×10%
　　ロ	特例控除額（寄附金等−2,000 円）×（90%−所得税の限界税率×1.021）（復興特別所得税率）
　⑵		岐阜県共同募金会、日本赤十字社岐阜県支部、その他県又は市が条例で指定した団体に対する寄附の場合は、	
（寄附金等−2,000 円）×税率（県指定分 4%、市指定分 6%）

　※	特例控除額は住民税所得割額の20%が限度額となります。
　★寄附先の団体等から発行される領収書又は寄附金受領証明書を添付してください。

営業等　卸売業、小売業、飲食店業、製造業、金融業、修理業、サービス業などの営業、又は、医師、弁護士、
作家、俳優、職業野球選手、外交員などの自由業や漁業などによる収入の合計額。
　〈必要経費〉販売した商品の原価、租税公課、雇人費、地代家賃、事業用固定資産の損失、減価償却費など
事業収入をあげるために要した費用。
　★	家内労働者等については最低 55 万円（収入金額を限度とし、他に給与所得や公的年金等以外の雑所得を
有する場合には、給与所得控除額及びその他雑所得の必要経費額を控除した残額とします）の必要経費が認め
られます。

農業　農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜、家きんの飼育やわら工品、酪農品の生産、
その他これに類するものの生産などの事業から生ずる収入の合計額。
　〈必要経費〉機械の償却費、用水費、委託料など、農業収入をあげるために要した費用。

不動産　地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金、船舶及び航空機の貸付料などによる収入の合計額。
　〈必要経費〉固定資産税、損害保険料、修繕費、減価償却費、管理費、借入金の利子、事業用固定資産の
損失など不動産収入をあげるために要した費用。

利子　公社債や預貯金の利子、公社債投資信託、貸付信託などの分配金による収入の合計額。

配当　株式の配当、出資の配当、剰余金の分配、証券投資信託（公社債投資信託は除く）の収益分配金などの
収入の合計額。
　〈必要経費〉株式などの元本を取得するための借入金がある人はその利子額。

給与　俸給、給料、賃金、歳費及び賞与などの収入の合計額。
　　給与所得金額

給与所得の金額は「簡易給与所得表」により求めますが、その基礎となる給与所得金額は	
次の計算方法を基として計算します。

給与等の収入金額の合計額（A） 給与所得金額の計算式
1円から

551,000 円から
1,619,000 円から
1,620,000 円から
1,622,000 円から
1,624,000 円から
1,628,000 円から
1,800,000 円から
3,600,000 円から
6,600,000 円から
8,500,000 円以上

550,999 円まで
1,618,999 円まで
1,619,999 円まで
1,621,999 円まで
1,623,999 円まで
1,627,999 円まで
1,799,999 円まで
3,599,999 円まで
6,599,999 円まで
8,499,999 円まで
20,000,000 円まで

0円
（A）− 550,000 円
（A）× 60%＋ 97,600 円
（A）× 60%＋ 98,000 円
（A）× 60%＋ 98,800 円
（A）× 60%＋ 99,600 円
（A）× 60%＋ 100,000 円
（A）× 70%− 80,000 円
（A）× 80%− 440,000 円
（A）× 90%− 1,100,000 円
（A）− 1,950,000 円

雑　次の⑴から⑶の合計額
　⑴　公的年金等　収入金額−公的年金等控除額＝公的年金等の雑所得
　⑵　業務に係るもの　総収入金額−必要経費＝業務に係る雑所得
　⑶　⑴、⑵以外のもの　総収入金額−必要経費＝その他雑所得
※業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
年齢区分 公的年金等の収入金額（A） 1,000 万円以下 1,000 万円超 2,000 万円以下 2,000 万円超

65 歳未満

130 万円未満 （A）−60 万円 （A）−50 万円 （A）−40 万円
130 万円以上 410 万円未満 （A）×0.75−27.5 万円 （A）×0.75−17.5 万円 （A）×0.75−7.5 万円
410 万円以上 770 万円未満 （A）×0.85−68.5 万円 （A）×0.85−58.5 万円 （A）×0.85−48.5 万円
770 万円以上 1,000 万円未満 （A）×0.95−145.5 万円 （A）×0.95−135.5 万円 （A）×0.95−125.5 万円
1,000 万円以上 （A）−195.5 万円 （A）−185.5 万円 （A）−175.5 万円

65 歳以上

330 万円未満 （A）−110 万円 （A）−100 万円 （A）−90 万円
330 万円以上 410 万円未満 （A）×0.75−27.5 万円 （A）×0.75−17.5 万円 （A）×0.75−7.5 万円
410 万円以上 770 万円未満 （A）×0.85−68.5 万円 （A）×0.85−58.5 万円 （A）×0.85−48.5 万円
770 万円以上 1,000 万円未満 （A）×0.95−145.5 万円 （A）×0.95−135.5 万円 （A）×0.95−125.5 万円
1,000 万円以上 （A）−195.5 万円 （A）−185.5 万円 （A）−175.5 万円

　※マイナスの場合は0円です。
　〈必要経費〉収入をあげるために要した費用。

譲渡　機械、自動車、営業権、ゴルフ会員権、骨とうなどの資産の譲渡（土地、建物などで分離課税されるものを除く）
による収入の合計額（「短期」欄には譲渡した資産の保有期間が 5年以内、「長期」には保有期間 5年を超え
るものについて記入します）。
　〈必要経費〉譲渡した資産の取得価格、設備費、改良費など譲渡に要した費用。

一時　賞金、生命保険契約等に基づく一時金・満期返戻金、競馬、競輪など払戻し金等の一時的な収入の合計額。
　★	生命保険等の満期又は解約による一時金の所得金額の計算式
　　｛（保険金）−（支払保険料）−50 万円｝×1/2　※	マイナスの場合は0円です。
　〈必要経費〉収入をあげるために要した費用。

分離課税の譲渡（短期・長期）　土地や借地権など土地の上に存する権利、建物、その附属設備、構築物の譲
渡による収入額。

分離課税の上場株式等の配当等　上場株式等の配当等については、分離課税を選択すると上場株式等の譲渡損
失の金額との損益通算をすることができます。
　★	この場合、配当控除の適用はありません。

配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額　大口以外の上場株式の配当等及び上場株式等の譲渡で、源
泉徴収選択口座を選択された場合、同所得金額及び控除額を申告されますと控除の対象となります。

事業専従者控除　生計を一にしている配偶者や15 歳以上のその他の親族で、あなたの事業に専従した期間が 1
年を通じて6ヶ月を超える場合には、事業専従者として、次の⑴か⑵のうち、いずれか少ない方の金額（事業専
従者控除額）が収入金額から控除されます。　
　　⑴	　50 万円（配偶者については86 万円）
　　⑵	　（事業所得+不動産所得+山林所得）÷（事業専従者の数+1）

　※該当する方は申告書裏面の所得明細等もご記入ください。

地方税法等の改正がある場合には内容の一部が変更になります。

所 得 控 除 と 税 額 控 除 所得の種類と収入金額・必要経費
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羽島市竹鼻町

55番地

羽島  太郎

羽島太郎

タケハナヤ

本人 食料品小売

26 5 5
392-1111

ハシマ  タロウ

359,960

120,000

50,000

473,200 239,200

12,000

1 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 1

100123456789

15万

110123456789

110123456789

110234567890

200123456789

220123456780

110234567890

26

6 45

3,801,000

500,000

1,501,000
2,350,000

790,000

385,000

851,000
1,250,000

359,960

61,500
10,000

790,000
380,000

1,230,000
430,000

3,261,460

134,000
3,395,460

3,276,000

15,000

33
45

123

母

子

子の子

子の子

2 2 ✓
✓
✓

✓

46 3 3

13 12 12

20 10 10

1 1

1
3

4,000

国民健康保険税

羽島うめ

羽島うめ

羽島二郎

羽島二郎

羽島花子

羽島春子

羽島夏子

180,000
国民年金保険料 179,960

○

○

○

○

○

○

○

○

〈記入例〉

給与所得のある人で、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の徴収方法
給与所得のある人でその他に事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・雑所得（公的年金等を除く）・一時所得・
譲渡所得のある人、2ヶ所以上の事業所から給与等の支払いを受けている人は記入してください。

　普通徴収……	年税額を年 4回（6月、8月、10月、翌年 1月）に分け個人で納付する方法
　特別徴収……	年税額を年 12回（6月〜翌年 5月）に分け会社の月々 の給与から納めていただく方法

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入等に伴い、平成29年度より申告者本人及び控除対象配偶者・扶養親族
（16歳未満の扶養親族含む）の個人番号の記入が必要となりました。該当する個人番号記入欄にそれぞれご記入ください。
ただし、控除対象配偶者・扶養親族の個人番号について、番号確認書類等の提示又は写しの添付は必要ありません。


